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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第４期

第１四半期連結
累計期間

第５期
第１四半期連結
累計期間

第４期

会計期間

自平成23年
４月１日
至平成23年
６月30日

自平成24年
４月１日
至平成24年
６月30日

自平成23年
４月１日
至平成24年
３月31日

売上高（千円） 5,850,1596,293,43726,849,718

経常利益（千円） 17,463 9,030 1,516,215

当期純利益又は四半期純損失（△）（千円） △8,186 △16,8351,013,913

四半期包括利益又は包括利益（千円） 11,756 154,3281,081,227

純資産額（千円） 13,626,90714,695,80114,618,554

総資産額（千円） 27,830,55129,912,47329,333,864

１株当たり当期純利益金額又は四半期純損失金額（△）（円） △0.41 △0.85 51.17

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） -　 -　 -　

自己資本比率（％） 42.5 42.7 43.5

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
　　　　２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

２【事業の内容】
　当第１四半期連結累計期間において当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について重要な変更はありません。
　また、主要な関係会社に異動はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】
  当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した事
業等のリスクの内容に重要な変更はありません。

　

２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。　

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（１）業績の状況　

当第１四半期連結累計期間におきましては、復興需要等を背景に景気回復の動きが確かなものとなることが期待
されるものの、欧州政府債務危機を巡る不確実性が依然として高いなかで、世界景気に減速感が広がっております。海
外経済の状況が、金融資本市場を通じた影響も含め、我が国の景気を下押しするリスクとなっており、国内におきまし
ても、電力供給の制約、デフレの影響等が及ぼす恐れがあります。
このような状況の中、当社グループにおきましても厳しい経営環境が続いております。　
当社グループの第１四半期連結累計期間の業績は、売上高6,293百万円（対前年同期比7.6％）、経常利益９百万円

（対前年同期比△48.3％）、四半期純損失16百万円（前年同期は損失８百万円）となりました。
　セグメントの状況
［素形材事業］

自動車部品産業向けの受注が落ち込んだため、当事業の売上高は2,596百万円（対前年同期比△6.6％）とな
りました。
［土木建築機材事業］

前期に納入が遅延していた物件が当四半期に売上計上されたため、当事業の売上高は2,369百万円（対前年
同期比28.9％）となりました。
［産業機械事業］

前期好調であった射出成型機の販売が減少したものの、建機向けシリンダーが好調であったため、当事業の
売上高は1,209百万円（対前年同期比9.0％）となりました。
［不動産賃貸事業］

当事業の売上高は118百万円（対前年同期比△2.1％）になりました。  
　

（２）財政状態

前連結会計年度末と比較し、資産は現金及び預金・有形固定資産等の増加により増加いたしました。負債につきま
しては、主として短期借入金の増加により増加いたしました。純資産につきましては、その他包括利益累計額が増加い
たしました。　
　

（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

  当第１四半期連結累計期間において、当社グループの事業上の及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新
たに生じた課題はありません。　

（４）財務及び事業の方針の決定を支配するあり方に関する基本方針　

　当社は、買収防衛策を下記のとおり導入しております。

Ⅰ 当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 
  当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を理解し、当社の企業価値およ
び会社の利益ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者であることが必
要であると考えております。上場会社である当社の株券等は、株主、投資家の皆様による自由な取引が認められており、
当社株券等に対する大量買付行為またはこれに類似する行為があった場合においても、一概に否定するものではなく、
最終的には株主の皆様の自由な意思により判断されるべきであると考えます。 
  しかしながら、近年の我が国の資本市場においては、対象となる企業の経営陣の賛同を得ずに、一方的に大量買付行
為またはこれに類似する行為を強行する動きも見受けられないわけではなく、こうした大量買付行為の中には、その目
的等からして企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の
売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付の内容等について検討しある
いは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が大量買付者の提
示した条件よりも有利な条件をもたらすために大量買付者との協議・交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値
向上および会社の利益ひいては株主共同の利益に資さないものも想定されます。
  当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方としては、当社の企業理念、企業価値のさまざまな源泉、
当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当社の企業価値および会社の利益ひいては株主共同の
利益を中長期的に確保、向上させる者でなければならないと考えております。したがいまして、企業価値および会社の
利益ひいては株主共同の利益を毀損するおそれのある不適切な大量買付行為またはこれに類似する行為を行う者は、
当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大量買付行為に対しては、
必要かつ相当な対抗措置を採ることにより、当社の企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益を確保する必
要があると考えます。 

Ⅱ 会社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取組み 

１．企業価値向上への取組み 
  平成20年に創業60周年を迎えた当社グループは、一貫して「高品位な製品で安心安全を提供し、よりよい社会の実現
に貢献する」ことを経営理念としてきており、当社の免震支承や制震装置によって橋梁などの社会資本や学校、病院、
庁舎、ビルやマンションに至る建築物、ひいては市民の安全を守ることをその使命としております。鋳造部品、産業機械
パーツにおきましても、最終製品の機能を十二分に発揮させ、ユーザーが安心して使える製品提供を目指すものであり
ます。
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  この企業理念を実現するために、次の３点を経営の基本方針としております。 
（１）全社員の能力向上により、社の総合力を高め成長と発展を続ける。 
（２）新たな技術へのたゆまぬ挑戦により、顧客のニーズを満たす。 
（３）法令遵守の精神にのっとり、公明正大な企業活動を実践する。 
　この経営の基本方針にのっとり、当社グループは、世界単位で激変する環境の中にあっても、安定的な収益を確保でき
うる経営基盤の強化を図るとともに、更なる発展を目指し、平成20年度から始まる中期経営計画を策定し、実行してお
ります。また、過大な設備、人的資源の見直しを目的としたグループ全体を見渡した体制再構築を積極的に推進し、原材
料の高騰などの外部要因による影響を内部吸収できるような筋肉質なグループ体制にしてまいります。このような体
制再構築の一環として、グループ全体の最適化の観点にたった経営資源の再配分やリスク管理、事業基盤の維持強化を
進めるため、持株会社制へ移行いたしました。
  現在、当社グループは、当社、連結子会社12社により構成され、土木建築用構造機材、素形材、および産業機械の３分野
を主な事業領域としております。いずれも「高品位部材メーカー」をキーワードに高い技術力と確かな製品力によっ
て、需要家のニーズを満足させることを経営方針としております。
  土木建築用構造機材につきましては、橋梁用免震支承のトップシェアを維持しており、市場のリーダーとして高機能
化や低価格化といった課題に取り組んでおります。
  素形材につきましては、永年培ってきた技術力と現場力によって、産業機械用部品や自動車部品などを中心に、新し
い材質や形状の鋳造、加工にチャレンジしております。特に安価な外国製品に対抗できる価格競争力を備えつつ、品質
・納期面での優位性を出すことによって、差別化をはかっております。
  産業機械につきましては、高機能が要求されるマーケットにあって、トップメーカーの地位を確保すべく、国内向け、
海外向けともにさまざまなニーズに応えられるような技術提案力の向上と生産能力の増強に努めております。 
  このような状況の中で、上記の経営の基本方針をベースに当社グループの中期経営計画を平成20年度からスタート
させております。当社グループは、当中期計画を以下のようなポイントに重点を置いて策定しております。
（1）時代の変化に迅速に対応できる柔軟で活力ある企業体質づくりをはかる。
    ① 新製品の開発・販売の強化、ならびにスピードアップ
    ② 技術力・生産力・営業力の強化
（2）収益力の強化
    ① 商品の適正価格販売 
    ② トータルコスト低減
（3）安全で健康な職場作り 
  以上のとおり、当社グループにおける企業価値の源泉は、各事業分野において永年にわたり蓄積してきた「技術力」
と「現場力」にあります。それらによって構築された顧客との長期的信頼関係、変化する顧客ニーズを満たす新製品開
発能力、市場への提案力、品質・納期に関する製品力などが当社グループの持続的な企業価値および会社の利益ひいて
は株主共同の利益向上への取組みの根幹となっております。そして当然ながらにして、これらのような技術的見地を
ベースに、さまざまなノウハウを有機的かつ継続的に融合させていくことのできる人材が、この取組みに必要不可欠で
あります。当社グループは、当社グループが関わる製品や技術情報、市場等についての豊富な経験と知識、すなわち「技
術力」と「現場力」に対する適切な理解なくしては、当社グループの企業価値および会社の利益ひいては株主共同の
利益を向上させるための施策の策定、実行は困難であると考えております。 

２．コーポレートガバナンス（企業統治）への取組み 
  また、当社は、企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益を向上させるためには、経営の効率性、健全性、透
明性を高め、コーポレートガバナンスを充実させることが重要であると考えております。
  経営環境の変化に迅速に対応できる機動的な経営体制の確立と取締役の経営責任を明確にするために、取締役全員
の任期を１年としております。また、監査役会は、社外監査役２名を含む３名で構成され、監査役は、取締役会に出席す
るほか、各種会議等に参加し、積極的に意見を述べており、十分な経営チェックが可能な体制となっております。
  内部監査については、業務執行機関と独立した部門として、監査室を設置しております。内部統制システムの構築と
グループ内浸透を推し進めております。
  また、株主の皆様、取引先、従業員、地域社会等のステークホルダーからの信頼を一層高めるため、安全・環境・品質
の確保、社会貢献活動、法令遵守の徹底等のCSR活動の更なる充実に努めております。 　 

Ⅲ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための
取組み 

１．本プラン継続の必要性
  当社としては、大量買付行為が行われた場合、当該大量買付行為が当社の企業価値および会社の利益ひいては株主共
同の利益に資するものであるか否か、株主の皆様に適切に判断していただき、提案に応じるか否かを決定していただく
ためには、大量買付者および当社取締役会の双方から適切かつ十分な情報が提供され、検討のための十分な期間が確保
されることが不可欠であると考えます。また、当社は、当社の企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益の確
保または向上の観点から大量買付行為の条件・方法を変更・改善させる必要があると判断する場合には、大量買付行
為の条件・方法について、大量買付者と交渉するとともに、代替案の提案等を行う必要もあると考えておりますので、
そのために必要な時間も十分に確保されるべきであります。
  当社は、このような考え方に立ち、以下のとおり本プランを継続することといたしました。　 

２．本プランの概要
  当社は、平成21年6月26日開催の定時株主総会において、当社株券等の大量買付行為への対応策」（以下「旧プラ
ン」といいます。）を導入いたしましたが、旧プランの有効期間は、平成24年３月期の定時株主総会の終結の時までと
されております。そこで、旧プランの有効期間満了に先立ち、当社は、平成24年５月25日開催の取締役会及び本定時株主
総会において、本プランを継続することを決定いたしました。なお、本プランの有効期間は、本定時株主総会終了後から
平成27年３月期に係る当社定時株主総会の終結時までです。
　本プランは、当社株券等の一定数以上の買付けその他の有償の譲受けの結果、(i)当社の株券等の保有者が保有する当
社の株券等に係る株券等保有割合の合計、もしくは、(ii)当社の株券等の公開買付者が所有しまたは所有することとな
る当社の株券等および当該公開買付者の特別関係者が所有する当社の株券等に係る株券等所有割合の合計のいずれか
が20％以上となる者による当社株券等の買付けその他の有償の譲受けまたはその提案（以下、あわせて「大量買付行
為」といいます。）を適用対象としています。
　本プランは、当社取締役会および独立委員会が、大量買付行為を行いまたは行おうとする者（以下「大量買付者」と
いいます。）から、買収の是非に関する株主の皆様の適切なご判断および当社取締役会の評価・検討等のために必要な
情報の提供を要請し、提供された必要情報を評価・検討するための手続を定めています。
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　当社取締役会は、対抗措置の発動に先立ち、独立委員会に対して対抗措置の発動の是非について諮問し、独立委員会
は、この諮問に基づき、当社取締役会に対して対抗措置の発動の是非について勧告を行います。当社取締役会は、(i)大
量買付者が本プランに定める手続きに従わず、または(ii)大量買付行為が、当社の企業価値および会社の利益ひいては
株主共同の利益を著しく害するものであると当社取締役会が認めた場合には、当社取締役会は、独立委員会による上記
勧告を最大限尊重して、当該大量買付者および当該大量買付行為の具体的内容ならびに当該大量買付行為が当社の企
業価値・会社の利益・株主共同の利益に与える影響等を評価・検討等した上で、対抗措置の発動の是非を判断します。
　また、当社取締役会が対抗措置を発動するに際しては、社外監査役全員を含む当社監査役全員の賛成を得た上で、当社
取締役全員の一致により発動の決議をすることといたします。当社取締役会は、当該決議を行った場合、当該決議の概
要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、速やかに株主の皆様に情報開示を行います。
　当社取締役会は、対抗措置として大量買付者等による権利行使は認められないとの行使条件及び当社が大量買付者等
以外の者から当社株式と引換えに取得することができる旨の取得条項等が付された新株予約権（以下「本新株予約
権」といいます。）の無償割当ての実施を決議した場合、当社は、本新株予約権を当該決議によって定める全ての株主
に対して無償割当ての方法により割り当てます。　 

Ⅳ 上記各取組みに対する当社取締役会の判断およびその理由 
　上記Ⅱ記載の取組みは、当社の企業価値の源泉を十分に理解した上で策定されており、当社の企業価値および会社の
利益ひいては株主共同の利益を中長期的に向上するべく十分に検討されたものであって、まさに基本方針の実現に資
するものです。したがって、当該取組みは、基本方針に沿い、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、また、当社役
員の地位の維持を目的とするものでもないと考えております。
　また、上記Ⅲ記載の取組みである本プランは、当社株券等の大量買付行為が行われる場合に、当該大量買付行為の提案
に応じるか否かを株主の皆様に決定していただくために必要な情報と期間を確保し、あるいは当社取締役会が大量買
付行為の条件・方法について、大量買付者と交渉するとともに、代替案の提案等を行うために必要な時間を確保するこ
と等を可能とすることにより、当社の企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益を確保、向上させることに資
するものであり、基本方針に沿うものであると考えております。
　さらに、本プランは、(i)経済産業省および法務省が平成17年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保
または向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則を充足しており、株式会社東京証券取引所の定める買
収防衛策の定める買収防衛策の導入に係る諸規則の趣旨に合致していること、(ii)株主意思を重視するものであるこ
と、(iii)独立性の高い社外者からなる独立委員会の判断が最大限尊重されることとされており、かつその判断の概要
については、適宜株主の皆様に情報開示を行うこととされていること、(iv)あらかじめ定められた合理的な客観的要件
が充足されなければ発動されないように設定されていること、(v)取締役会及び独立委員会が、当社から独立した第三
者の意見を取得できるものとされていること、(vi)有効期間満了前であっても株主総会または取締役会によりいつで
も廃止することができるものとされていること、(vii)取締役の期差任期制が採用されていないこと等の理由から、当
社の株主共同の利益を損なうものではなく、また、当社役員の地位の維持を目的とするものでもないと考えておりま
す。

  

（５）研究開発活動
 特記すべき事項はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 80,000,000

計 80,000,000

　

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現在発行数

（株）
（平成24年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成24年８月９日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 20,000,000 20,000,000
東京証券取引所

（市場第二部）

単元株式数

100株

計 20,000,000 20,000,000 － －

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。　

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。　　

　

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。　

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総数
増減数（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成24年4月1日～

平成24年6月30日
- 20,000,000    - 500,000     - 125,000

　

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日に基準日を設定していないため、直前の基準日（平成24年３月31日）に基づく株主
名簿により記載をしております。　

①【発行済株式】

 平成24年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　　 186,600 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　19,805,400 198,054 －

単元未満株式 普通株式　　　 8,000 －
一単元(100株)未満

の株式数

発行済株式総数 20,000,000 － －

総株主の議決権 － 198,054 －

 

②【自己株式等】

 平成24年６月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社川金ホールディ

ングス

埼玉県川口市川口

二丁目２番７号
186,600 -　 186,600 0.93

計 － 186,600 -　 188,660 0.93

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。　
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。）に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成24年４月１日から平成

24年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、東陽監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,701,027 3,865,976

受取手形及び売掛金 ※2
 9,544,038

※2
 9,722,637

有価証券 2,729 2,729

たな卸資産 3,899,453 3,902,190

未収入金 211,917 144,919

繰延税金資産 39,120 41,766

その他 1,013,023 1,002,255

貸倒引当金 △16,334 △22,871

流動資産合計 18,394,975 18,659,604

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,643,825 2,619,190

機械装置及び運搬具（純額） 1,804,228 1,805,882

工具、器具及び備品（純額） 194,124 200,572

土地 3,887,231 3,898,860

建設仮勘定 116,653 413,381

有形固定資産合計 8,646,063 8,937,887

無形固定資産 182,129 183,692

投資その他の資産

投資有価証券 1,673,523 1,693,262

長期貸付金 300 300

繰延税金資産 108,669 107,304

破産更生債権等 35,066 34,446

その他 331,141 333,362

貸倒引当金 △38,006 △37,386

投資その他の資産合計 2,110,695 2,131,288

固定資産合計 10,938,889 11,252,868

資産合計 29,333,864 29,912,473
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※2
 3,674,961

※2
 3,537,689

短期借入金 1,100,000 2,500,000

1年内償還予定の社債 72,800 72,800

1年内返済予定の長期借入金 2,984,934 2,629,658

未払法人税等 257,625 5,964

未払消費税等 70,131 59,037

未払費用 327,357 417,567

繰延税金負債 55,483 51,371

賞与引当金 251,345 352,942

その他 379,945 444,422

流動負債合計 9,174,584 10,071,453

固定負債

社債 772,400 772,400

長期借入金 2,775,630 2,284,594

リース債務 219,002 316,147

繰延税金負債 120,090 96,055

退職給付引当金 771,032 778,619

役員退職慰労引当金 378,275 401,261

その他 504,294 496,141

固定負債合計 5,540,725 5,145,218

負債合計 14,715,310 15,216,672

純資産の部

株主資本

資本金 500,000 500,000

資本剰余金 688,042 688,042

利益剰余金 11,459,497 11,368,362

自己株式 △40,204 △40,204

株主資本合計 12,607,336 12,516,200

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 315,073 267,770

為替換算調整勘定 △174,911 △25,736

その他の包括利益累計額合計 140,161 242,033

少数株主持分 1,871,056 1,937,566

純資産合計 14,618,554 14,695,801

負債純資産合計 29,333,864 29,912,473
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年６月30日)

売上高 5,850,159 6,293,437

売上原価 4,833,098 5,201,004

売上総利益 1,017,060 1,092,432

販売費及び一般管理費 1,021,661 1,125,005

営業損失（△） △4,601 △32,572

営業外収益

受取利息 2,397 3,374

受取配当金 10,494 16,764

受取賃貸料 3,154 4,215

為替差益 16,213 24,508

助成金収入 3,892 1,120

その他 17,101 18,464

営業外収益合計 53,254 68,447

営業外費用

支払利息 24,217 20,650

その他 6,971 6,193

営業外費用合計 31,189 26,844

経常利益 17,463 9,030

特別利益

固定資産売却益 2,044 43

投資有価証券売却益 319 －

その他 152 －

特別利益合計 2,517 43

特別損失

固定資産処分損 255 640

災害による損失 2,716 －

特別損失合計 2,972 640

税金等調整前四半期純利益 17,008 8,433

法人税、住民税及び事業税 38,288 5,414

法人税等調整額 △33,919 △4,613

法人税等合計 4,369 800

少数株主損益調整前四半期純利益 12,639 7,633

少数株主利益 20,825 24,468

四半期純損失（△） △8,186 △16,835
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【四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 12,639 7,633

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △40,347 △51,094

為替換算調整勘定 39,464 197,789

その他の包括利益合計 △883 146,695

四半期包括利益 11,756 154,328

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △18,493 85,037

少数株主に係る四半期包括利益 30,250 69,291

EDINET提出書類

株式会社川金ホールディングス(E21200)

四半期報告書

12/17



【会計方針の変更】

当第１四半期累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年６月30日）　

　（減価償却方法の変更）

　当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得

した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

　なお、この変更による影響は軽微であります。

　

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

１　受取手形割引高及び受取手形裏書譲渡高

 
前連結会計年度

（平成24年３月31日）
当第１四半期連結会計期間
（平成24年６月30日）

受取手形割引高 1,243,219千円 371,393千円

受取手形裏書譲渡高 166,347 208,971

　

※２　四半期連結会計期間末日満期手形

　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日でしたが、

満期日に決済が行われたものとして処理しております。当四半期連結会計期間末日満期手形の金額は、次のとおりで

あります。

　
前連結会計年度

（平成24年３月31日）
当第１四半期連結会計期間
（平成24年６月30日）

受取手形 186,414千円 441,763千円

支払手形 350,841 261,579

　

（四半期連結損益計算書関係）

前第１四半期連結累計期間（自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自  平

成24年４月１日  至  平成24年６月30日）

季節的変動

　当社グループの土木建築機材事業は公共工事の依存割合が高いため、第４四半期連結会計期間に売上高が集中

しております。

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連

結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。　

 
前第１四半期連結累計期間
（自  平成23年４月１日
至  平成23年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日）

減価償却費 167,434千円 154,888千円

　

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年６月30日）

１．配当に関する事項

　平成23年６月29日定時株主総会決議

　普通株式の配当に関する事項

　①配当金総額　        　　74,300千円

　②１株当たり配当額　　 　　　 3.75円

　③基準日　           平成23年３月31日

　④効力発生日　　　　 平成23年６月30日

　⑤配当の原資　　　　 　　 利益剰余金

２．株主資本の金額の著しい変動　

　著しい変動はありません。
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Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年６月30日）

１．配当に関する事項

　平成24年６月28日定時株主総会決議

　普通株式の配当に関する事項

　①配当金総額　        　　74,300千円

　②１株当たり配当額　　 　　　 3.75円

　③基準日　           平成24年３月31日

　④効力発生日　　　　 平成24年６月29日

　⑤配当の原資　　　　 　　 利益剰余金

２．株主資本の金額の著しい変動　

　著しい変動はありません。

 　

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報　
（単位：千円）　

　

　

　報告セグメント　 調整額

　（注１）

四半期連結損

益計算書計上

額（注２）　素　形　材 土木建築機材 産 業 機 械　不動産賃貸　 計

売上高　 　 　 　 　 　 　 　

外部顧客への売上高　 2,780,7651,838,4031,109,425121,5645,850,159 -　 5,850,159

セグメント間の
内部売上高又は振替高　

109,147 -　 90,680 -　 199,827△199,827 -　

計　 2,889,9131,838,4031,200,105121,5646,049,987△199,8275,850,159

セグメント利益
又は損失（△）　

114,329△151,220 61,775 96,184 121,068△125,669△4,601

注１．セグメント利益又は損失の調整額の金額は、全社費用△148,649千円、セグメント間取引消去等22,980千円であります。なお、全社費
用は報告セグメントに帰属しない管理費用であります。

　２．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
　　

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報　

（固定資産に係る重要な減損損失）
　　該当事項はありません。

　
（のれんの金額の重要な変動）
　　該当事項はありません。

　
（重要な負ののれん発生益）
　　該当事項はありません。　　

　

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報　
（単位：千円）　

　

　

　報告セグメント　 調整額

　（注１）

四半期連結損

益計算書計上

額（注２）　素　形　材 土木建築機材 産 業 機 械　不動産賃貸　 計

売上高　 　 　 　 　 　 　 　

外部顧客への売上高　 2,596,2282,369,1101,209,139118,9586,293,437 -　 6,293,437

セグメント間の
内部売上高又は振替高　

149,573 -　 39,474 15,570 204,618△204,618 -　

計　 2,745,8012,369,1101,248,613134,5296,498,055△204,6186,293,437

セグメント利益
又は損失（△）　

69,599△58,953 14,288 87,136 112,071△144,643△32,572

注１．セグメント利益又は損失の調整額の金額は、全社費用△172,182千円、セグメント間取引消去等27,539千円であります。なお、全社費
用は報告セグメントに帰属しない管理費用であります。

　２．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
　　

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報　

（固定資産に係る重要な減損損失）
　　該当事項はありません。

　
（のれんの金額の重要な変動）
　　該当事項はありません。

　
（重要な負ののれん発生益）
　　該当事項はありません。　　

　

（１株当たり情報）
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　１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第１四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年６月30日）

１株当たり四半期純損失金額（△） △0円41銭 △0円85銭

（算定上の基礎）   

四半期純損失金額（△）（千円） △8,186 △16,835

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

普通株式に係る四半期純損失金額（△）（千円） △8,186 △16,835

普通株式の期中平均株式数（千株） 19,813 19,813

（注）　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　　

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

　

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成24年８月９日

株式会社川金ホールディングス

取締役会　御中

東陽監査法人

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 本橋　隆夫　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 前原　一彦　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 福田　 裕 　　印

　
　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社川金ホー
ルディングスの平成24年４月１日から平成25年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成24年４月
１日から平成24年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年６月30日まで）に係る
四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記につ
いて四半期レビューを行った。
　　　 
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を
作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　　
監査人の責任　
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結
論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して
四半期レビューを行った。
　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、
分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論　
　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社川金ホールディングス及び連結子会社の平成24年６月30日現在
の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が
すべての重要な点において認められなかった。
　
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
　
　

以　上
　

　

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告書提出会社）が別途保

管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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